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財産と相続からみた18－19世紀タブリーズの
ナジャフコリー・ハーン・ドンボリー一族

阿　部　尚　史

は　じ　め　に

　イスラーム以降のいわゆるイラン史研究分野において，「名家」研究1）は各時代で一定の

蓄積を有する。都市研究の分野でも研究動向の一一つとして，都市名家研究があり，その継続

性が研究史の中でも注目されている［羽田1991：236］。また密室・ウラマー名家層は中央政

権の盛衰に影響を受けず存続し，代々官僚やウラマーを輩出し，地方行政を担い，宗教的問

題を処理したとする〔Lambton　1988：297　一　98」。その上で「名家」は前近代・近代両方の事

例で所謂大土地所有者であったことが指摘されている［Aubin　1959：39；Good　1981：272］。

　一方，土地制度史・農村研究では，イスラーム相続法により財産の細分化は不可避である

ため，安定した：土地貴族astable　landed　aristocracyはイランには出現しなかったとする

［ラムトン1976：263］2）。このように土地制度史からの土地所有者層の非継続の指摘と，主

に叙述史料に基づく地方史・都市史研究による名家の継続性の主張には隔たりがある。

　イスラーム相続法は，主にクルアーンの雄牛・婦人・食卓の3章と預言者のスンナに基づ

き成立した。シーア派相続法がクルアーンの記述を素直に解釈し適応するのに対し，スンナ

派心乱法はイスラーム以前の慣習（アサバの論理）の影響が強いため，実定法上の最大の違

いとされる［Coulson　1971：108］。遺産に対する相続人の範囲と厳分については，古今の法

学書で様々な個別の事例に応じて詳細に説明された。邦語では柳橋2005が比較的詳しく解

説する。本稿で念頭におくのは，「名家の継続」という観点に適合し，最：も一般的と想定さ

れる事例，つまり被相続人に一親等の卑属が複数存在する例であり，この場合，クルアーン

に基づき「男児には，女児の2人分と同額」（4章：王1）で，配偶者たる妻の取分は1／8

である　（4章：12）。また遺贈は法定相続人の権i利を守るため遺産の1／3に限られる。こ

のように遺産に対する相続人の請求権はイスラーム法上明確に定められ，相続人たる子女が

1）個々の研究で，都市・地方名家，地方有力者・エリート家系など，様々な呼び方がなされてい

　るが，さしあたり本稿では凡念代に亘り存続し影響力を保持した家系を名家と呼ぶ。

2）他にも，頻繁な王朝交替による社会の不安定により，カナートなどの水利施設が破壊され，収

　益基盤が揺らぎ，安定した土地貴族の出現が阻まれるとする論もある〔岡崎1988：210コ。
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複数存在する場合，被相続人の財産は分割されることになる。この点は中東・イスラーム研

究者間で常識の四二に属し，家族ワクフが財産の細分化を防ぐ役割を期待されたことはよく

知られている。イラン史における名家研究では，系譜の連続，特定家系から官僚やウラマー

が輩出されたこと，父子・血縁者が代々特定の官職を保持したことなど，外見的な継続性が

強調され，名家の特徴として財力（特に不動産）が挙げられながらも，家系の継続と相続法

に則った財産分割の相互関係はあまり考慮されず，経営別としての「家」や家族の内部構造

は十分検討されなかった　（もしくは史料制約により放置された）。土地所有者層の非連続性

を論ずるラムトンも，原則を述べるに留まり具体的な事例提示を欠く。第一，経営体・相続

の対象としての「家」がイランに存在したか十分論じられたことはないのである3）。

　イランにおける歴史的な家族の実態を社会経済的見地から論じた研究は少なく4），一族の

財産継承の視点を含むワクフにしても，設定後の状況を長期的に検証するのが囲難

［Werner　2000：102］という問題をかかえる5）。また，先行研究を見ても分かるように，ワ

クフ設定者も必ずしも全財産をワクフとしたわけではないようで　［理解1990：76；近藤

1994：63－64；2001：19〕，ワクフ研究のみで財産の移転を論じるのは不十分であろう。通常

の財産相続と～族の変遷の関係を数世代に亘って検証しなければ，イランにおける「名家の

継続性」論は表層的議論に留まるように患われる。

　こうした課題を踏まえっっ，著者は，クルド系ドンボリ一族に属し18世紀後半以降タブ

リーズに定着し，20世紀まで影響力を持ち続けたナジャフコリー・ハーンNajafqoli　Khan

Donboliと彼の一族に注目し，本稿では特に一族の財産の特徴とその相続を18世紀後半か

ら19世紀前半まで論じる6）。19世紀末から20世紀にイランは西欧列強を中心とする世界経

済の周縁に包摂され，一次産品の輸出を求められるようになったことで，国全体を地主鯛が

覆い，大土地所有のあり方が変化したという　［後藤2002：247　一　71］。この見解に従えば，

本稿の対象時期はイランで相対的に自立的・伝統的な社会が存続した最後の時期となり，前

後の時代の事例を検証する際にも有益な手がかりとなろう。

　本稿では，叙述史料7）の他，主としてイラン公文書庁・国立図書館Sazman－e　Asnad　va

Ketabkhane－ye　Melli－ye　Iran所蔵のAmir　Kabiriyan文書（タブリーズ支部），　Zahra

3）社会経済的見地からではないが，近藤儒彰は，19世紀ファールス地方において，政治的な文脈

　で，家は制度化されていないことを指摘する〔近藤1996　a：22］。

4）例えば坂本1982；Gurney　1983は一時点における家族構成・財産状況を述べるに留まる。

5）岩武1993はティムール朝期のワクフが19世紀半ばまで継続した事例を紹介するが，設定考一

　族の継続とワクフの関係については不明な点が多い。

6）先行研究に，19世紀前半までのドンボリ一族史概説Riya短1378；107　一　284があり，ナジャフ

　コリー・ハーンのタブリーズ支配の簡潔な分析としてWerner　2000：152－57がある。

7）　ドンボリー族については，一族出身者による史料エ）andibele，　Ddira，　Donboli，7切紹δ磁があり，

　本稿ではこれらをドンボリー史料と呼ぶ。
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Hasani文書（テヘラン本部）を用いる。両文書は20世紀立憲革命後に至るナジャフコ

リー一族の文書を含み，断片的ながらも一族に関する豊：富な情報を提供するが，これまでほ

とんど利用されず伝来事情も不明な点が多い。ただし相互に補完関係にあるため，同一起源

で20世紀以降に分離したと推察される。

1　ナジャフコリー・ハーンの経済活動と相続

　1　ナジャフコリー・ハーンとタブリーズ

　ドンボリー族はサファヴィー朝以前からアゼルバイジャン地方西部のホイやサルマース周

辺を活動の拠点としたクルド系の有力勢力である。アッバース1世治世末期（17世紀前半）

の高位嘗職保持者一覧によれば，一族の当主Salman　Khanはチョルス，サルマース及びド

ンボリー族の支配権を持ちIOOO人の軍勢を率い，アゼルバイジャン地方で3番膳の軍事力

を誇り　［Khdrgdni：472　b］，同地方を代表する勢力に成長した。ナジャフコリー・ハーンの

子‘Abd　al－Razzaqが著した7切γ勿α’によれば，サファヴィー朝滅亡後ナジャフコリーは

ナーデル・シャーに従い，ドンボリー族を率いてインド・中央アジア等の諸遠征活動に同行

した［TOfrebat　1：67］。
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　叙述史料を見る限りナジャフコリーは覇権を目指す勢力に権威を付与される形で，外来の

支配者ながらもタブリーズに君臨することになったようである。TOfrebatは1170／1757年，

タブリーズに入城したMobammad輩asan　K：han　Qajarに臣従し知事職を叙任されたとい

う　£丁年2δ磁2：30］。Wernerはこの記述をカージャール朝との関係を過表に遡らせるた

めに意図的に捏造されたと疑い，1177．獅りilja／1764．6付のKarim　Khan　Zandの任命勅

令によりタブリーズ支配が開始したと見るこWerner　2000；153］。しかしl171．　Jumada　1。12／

1758．1，22付の委任文書vekalat　nameでナジャフコリーをタブリーズ知事Beglarbegi－ye

Dar　a1－Saltane－ye　Tabrizと呼ぶため［Asnad：296012537］，1764年の叙任はザンド朝の宗

主権を認めた彼の地位を再確認するに過ぎぬことが判明する。l171年初／1757年からタブ

リーズ周辺でのナジャフコリーの売買契約が確認され，1757年の知事叙任も十分あり得る。

　ナジャフコリーの知事職獲得は，ホイを支配する兄の系統（いわば嫡流）から分立し，別

勢力を形成した契機と見なしえる。後年，ホイ系との間で度々対立が発生したためである。

つまり，叙述史料に従えば，ナジャフコリーは元来タブリーズの在地社会から台頭したので

はなく，ホイ地方の部族軍事力を背景にし，覇権勢力に権威を付与されてタブリーズに降り

立った外来勢力で，同地に定着した第一世代であった。故に彼の到来を機に一一族のこの地域

における政治・経済活動は本格的に始まったと考えられる。ナジャフコリーのタブリーズに

おける建築活気に関する具体的情報は多くないが，1780年i月の大地震後8），速やかに城塞，

公共施設，　商業施設等の建設を行ったことが伝えられている　［！）andbele：51　a；Ndder

Mirzd：198］。彼は近代タブリーズの療型となる都市整備を行ったのである。

　2　ナジャフコリー・ハーンの財産集積活動について

　ナジャフコリーの財産集積について，叙述史料では「タブリーズ，マランド周辺の数多く

の村落を購入した」［1）andibele：51　a3と記されるのみだが，　Amir　K：abiriyan文書等を調

査したところ，管冤の限り，ナジャフコリーへの所有権移転を示す契約52件を確認できた。

混乱期の地方支配者ナジャフコリーは没収や横奪ではなく，ウラマーを介したイスラーム法

上蝦疵のない契約を経て財産を取得したのである9）。

　一一連の文書から抽出された財産が，ナジャフコリー生前に所有下から離れていないか判断

しがたい10）。また約30年に及ぶ知事在任期間を考えると，この契約件数は非常に少なく，

8）地震発生の日付について史料間に相違があるが，Melvilleは1193年末とその直後1194年初

　（いずれも1780奪1月）に2度に亘り大地震が発生したと考える［Melville　1981：168］。

9）　ナジャフコり一の事例とは対照的に，18世紀初頭，オルミエのアフシャーール族がワクフ地を不

　法に侵害し強奪した事例が報告されているこ近藤1996b：159　一　61］

10）所有権移転の際に先行する契約文書を添える慣行があり（イルハン朝州の例〔Gronke　1993：

　219］，カージャーール朝期の例［近藤2001：16（n．53）コ），遺産相続にも所有権を証明する契約文

　書qabaleが付帯されるようで，1278．　Rabi‘1／1861．9付の遺言書では，ヂその契約文書qabale／
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54 縄　部　尚　史

財産の～部を示すに留まるはずである。このような問題点を勘案し，本節では52件の契約

から得られた情報を用いて，ナジャフコリーの財産の全容・総額の解明を目的とするのでは

なく，獲得財産の特徴や物件の関係性からナジャフコリーの経済活動の性格を論じたい。

　（経済活動の概要）52件の契約を年代順に表にまとめた。契約の大半を占める売買契約は，

規模の大小様々である。市内と市外で分けると，タブリーズ市内関連契約は5件のみに対し

市外の農村部に関する契約は47件である。農村部の契約の中で，特に農地・農村取得は22

件，庭ee　baghは7件，水利権は14件，水利権iと土地など複合的な契約は4件である。

　まずタブリーズ市内に獲得した物件を概観すると，市内に2箇所土地を購入した他，最大

規模のものは1174／1761年，Sharaf　Nesa　Khanomから贈与された物件で，　Khiyaban地

区内の不動産（故Rostam　Khanの土地家屋及び庭園，バーザール，商業店舗）からなる。

市の中心バーザール地区にあるBazar－e　Rastvanl！）に商業店舗を購入し，隣接する店舗も

ナジャフコリーが所育していた。また同地区にはナジャフコリーの紹サライK：han－e

qadim一一e　Najafqoli　Khanがあり，この名前からナジャフコリーの所有物であったことは闘

違いあるまい。ナジャフコリーはBazar－e　Rastvan周辺に一定の商業施設を蓄積したと推

察される。

　ナジャフコリーはタブリーズ支配の拠点として，政庁Divankhaneと私邸haram　khane

から構成されるナジャフコリーの「庭園と館Bagh－e‘emarat－e　Najafqoll　Khanjを保有

した。実はこの「館」は新旧二っ存在し，「IH館」Bagh－e‘emarat－e　qadimはKhiyaban

地区に，「新館」Bagh－e‘emarat－e　jadidは城塞内にあった（現在同所にタブリーズ市庁舎

が建つ）。新旧の「館」の存在は1780年の大地震と関連し，地震後，城塞を新築した際，そ

の中に「新館」を建て新たな支配の拠点としたのであろう。支配の拠点をKhiyaban地区

と城塞内に保窟したことから，両地区に積極的に財産集積を行ったことが推察される。

　次に市外農村部の財産物件（m村）の地理分布と持分率を示す。（d．・ダーングdangi2））

　タブリーズの西（アルヴァナク地方）：Shabestar（6d．），　Sis（6d，），　Amir　Zakariya（6

　　d．），　Herls（6d．），　Baba　Hamed（6d．），　Kitshk（3d．），　Nowjedeh（6d．），　Malek－

　　zade枝村（3d．），　Beglan　Khanom枝村（3d．），　Qazl　‘Abd　al－Latlfe枝村（3d．），　Dlz－

　　ajan枝村（3d．），　Asad∫al的枝村（3d）

　タブリーズの南（マラーゲへの街道）：Khosrowshah（6d．），　Dehkhareqan（播種量

x
　　を持つ」財産を譲る旨が明記されている［Sotade　1379：417］。文書から判明するナジャフコリー

　　の獲得した財産も後述するように一部，子孫に受け継がれた。

11）Bazar－e　Rastvanは城塞内に存在し，顯辺で他の商業空閲と隣接し［Asnad：296011291］，所

　　謂大バーザール内にあるが，Rastvanという名前を他の文献から確認鐵来ない。恐らく現在大

　　バーザール内にある有名なRaste　Bazarのことであろう。

12）　イランでは財産所有権の持分率の単位にダーングを用いる。1ダーングは所有権の6分の1。
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　　95．3kharvar），　Kalajah（6d．），　Bavll（6d．），　Dizaj－Yamchl（4．7　kharvar）

　タブリーズ北西マランド周辺（ホイへの街道）：Markid（6d．），　Kalavan枝村（6d．）

　タブリーズ東（バドゥースターン地方）：Bilverdi（4．2　d．＝28　kharv2r），　Qaraquni（5

　　d．），Taraf（5／6d。），　Chehraq（3d．），　Shah藪枝村，　Yengeje枝村（5d．）

　その他：Kalashan（1　d．）（サルマース近く）

　上記分布と表を箆る限り，1170年代の早い時期／1750年代後半にタブリーズ近郊地域の

西・南に拠点となる大規模な農村を獲得し（Shabestar，　Khosrowshah，　Dehkhareqan），その後

も近郊に農村を集積した一方，少し遅れて東方バドゥース面一ン地方に農村を獲得したこと

が分かる。アルヴァナク地方での資産獲得に力を注ぎ，西方ホイ，南方マラーゲとの闘を重

視したことが窺える。獲得財産はアゼルバイジャン地方に限定され，知事権限の対象地域

（ナジャフコリーのタブリーズ知事職任命文書［Nader　Mi？・zdi：216－18］にある徴税対象地

域）以外もあまり冤られない。

　所有権の割合ごとみると，全持分shesh　dangを単独所有している農村が最も多く13），11

心ある（1件は枝村mazra‘e）。3ダーング以下は2件しか赤いだせないことも注目すべき

特徴である。ナジャフコリーは，多くの場合，農村の所有権を半分以上独占することを意図

していたと考えられる。また～度の契約により農村の全持分を購入することが多い。

　（農村内の資産）次に個々の農村内の資産集積状態を考察する。契約件数の多いSis，　Kho－

srow＄hahの2村を取り上げる。ナジャフコリーは面諭の全持分購入後も同地を対象として，

水利権取得を中心とした財産集積を行った。Sis村については，農村を購入した岡年中，水

利権を取得した。一方，K：hosrowshah村については農村購入後時間をおいて水利権を求め

ている。表をみると，水利権は，農地・農村に比して小規模な取引を積み重ねて集積してい

ることが読みとれる。また売り手も多様で，水利権は農地に比して権利関係が入り組んでい

たことが分かる14）。農村全6ダーング取得は，多くの場合一度の契約で完了したが，例えば

Sis村を流れる川の水利権は，3度契約を交わしながら，15昼夜mp　5．5昼夜分のみを得た。

またKhosrowshah村の＄aheb　Divanのカナートについては5度の契約を経て全22昼夜中

7。75昼夜分の水利権を得たに止まる。このように農村自体を取得するに比し多くの契約を積

み重ねたのに，対象とする水利の全持分を取得しえなかったことにも着目したい。

　一連の水利権取得の動機を検討する。アゼルバイジャン地方は基本的に天水可耕地域で，

タブリーズは乾地農業が経営として成り立つ地域とされるこ後藤2002：19］。19世紀初頭に

13）20世紀人Ld統計調蓋以前（1335　sh／1956－7），イランの農村のおよそ23．4％が一村完金所有

　型shesh　dangi（共同所記村落の割合は52．7％）である［＄aflnezhad　1375：10］。由［コ昭彦によ

　れば，サファヴィー朝宋期のクルディスタン地方の有力者アブドル・バーギー・ハーンも農村の

　単独所有を志向していたという〔山口2006　：　248］。

14）　19慰紀後半のタブリーズ市内のカナートも所有者が多数存在した〔A［dider　Mirza　：55－57］。
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イランを訪れたKinneirによれば，岡地方でも耕作は主として灌概に依存して行われ［Kin－

neir：158］，タブリーズ近郊平野の小川のそばにある土地では，その水を魚皮に利用して耕

作が行われていたという　［Kinneir：151］。天水可耕地域で水資源は必須ではないが，収穫

量増大に寄与する［岡崎1988：24コ。天水可耕地域では地主の南分が少なく，誌面概農業の

場金，タブリーズ地方では地主の取分は1／4に過ぎないが［ラムトン1976：316］，灌簾舞

の場合，（タブリーズ近郊の）ハシュトルードやメフラーンルードでは地主の取分は1／3，

1／4，1／5で，カナート灌概地にはこのうち最高の料率が適応されるという［ラムトン1976：

311〕。ナジャフコリーは水利権を獲得し，それを農民に利用させることによって，生産増加

と産物に対する取分拡大を図ったことは間違いあるまい圭5＞。水利権iの他，庭園や附随する農

地の取得例も見られることから，複数の村において，村内の細分化された多様な資産を可能

な限り集積し，独占的に自身の所育下に置こうと意図したことが看取される。

　以上，文書史料に依拠してナジャフコリーの財産集積活動を検討した。ナジャフコリーは

タブリーズ周辺全体に広く資産を保有し，特にタブリーズ西方アルヴァナク地方と市の南を

重視したといえるだろう。西はホイ・オルミエに通じ，南はマラーゲを経てイラン高原中心

部に通じる。当時，ホイを支配していたのはドンボリー一族の嫡流の当主アフマド・ハーン

Ahmad　Khan（ナジャフコリーの兄の子）であり，オルミエ地方はアゼルバイジャン地方

の最大勢力アフシャール族の支配下に，マラーゲはモガッダム族の支配下にあった。ナジャ

フコリーは周辺の強敵に備えることを意図し，大規模な農村を確保した可能性を指摘したい。

軍事活動に必要な物資供給を行う拠点の役割を大規模農村に期待し，積極的な保有を目指す

ことは，戦乱が多発した18世紀においては十分あり得よう16）。こうした点から財産の形成

と獲得にナジャフコリーの地方支配者，知事としての側面を読みとれる。一方，農地の他，

村内における諸資産を取得し，特に生産物の取分拡大につながる水利権の獲得を積極的に行

い，農村の収益増大，霞身の取公の拡大をはかったことから，土地所有者・農村経営者とし

ての側面も同時に見いだすことが出来る。本節で扱いえた情報は限定的ではあるが，ナジャ

フコリーの資産集積における2日目特徴を明らかにできたと考える。

　3　ナジャフコリー。ハーン死後の相続について

　ナジャフコリーの死亡年は1199／1784－5年［Ddint：285］と1197／1782－3年こエ）andb－

ele：51　b］の2説ある。入手できた最後のナジャフコ｛）一関連文書は1197．　Jumada　2．4／

15）後代の事例（1247／1831年）で1まあるが，Sis村で農風に水利を利用させて耕作さぜ，収穫を

　折半する契約が結ばれた［Asnad：296009903］。水利を提供するため，地主の取分が高い。

16）　これまでイラン史研究で軍事行動とそれを支える経済的・社会的背景については十分議論され

　ておらず，本稿の意見は仮説的な薗が強いが，徴税以外の地方統治者と農村・農民との関係は今

　後解明すべき課題である。農村保有を商業交易路との関係から捉えようとする見方もある　こ山口

　2006：248］．
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1783．5，7付で，後継者ホダーダード・ハーンK：hodadad　Khanをタブリーズ知事：bakem－e

Tabrizと紹介する最初の文書（オスマン朝の勅令）は，1i98．　Jumada　2／1784．4－5月付

である［Asnad：296011290］　i7＞。故にナジャフコリーはl197．　Jumada　2－1198．　Jumada

2／1783．5　一　1784，5月の間に死去したと考えるのが妥当だろう。

　（財産分割文書）ナジャフコリー死後，l199．＄afar／1784．12月に財産分割文書TUmar－e

taqsim　name－ye　amlakが作成されたことが後代の訴訟関連の法的勧告hokm－e　shar‘iの

中で証言されている［Asnad：296011285〕。残念ながらAmir　Kabiriyan文書，　Zahra

Easani文書には含まれず，入手できなかった。分割文書taqsim　nameは被相続人の遺産

分割に際し作成される契約文書である　［Re2a’i　2008：IOI］。出版されている19世紀前半に

属する分割文書2点SotUde　1380：188　一　200；Tabataba’i　1376：72　一　74（前者は正確には遺

産分割の合意文書mo＄alebe　name）を許に，財産分割文書の概要を示してみよう（後者は

ナジャフコリーの末子‘Abd　al－Razzaqの財産分割文書）。

　1．ウラマーにより作成されるシャリーア文書で，2．被相続人の死後，契約締結まで共

有mosha‘va　moshtarakであった遺産をイスラーム相続法に従い，相続人の協議の上で分

割する。3．協議の結桑複数の相続人により共有され続ける物件も存在し，4．実際の契約

に参加した人数分作成される。

　財産分割文書を作成したことは，ナジャフコリー死後，相続人たちが遺産を共岡相続のま

ま持分を設定して保擬する〔三浦2004：116］のでなく18），分割したことを意味する。上記

概要を参考にすると，ナジャフコリーの遺産は，相続入の間で分割され，財産分割文書の正

本は複数通作成され，相続人はそれを所持したはずである（契約参加者が正本を入手し，後

に謄本を作成し，全ての相続人が文書を保持し，後に相続人が受け継いだと考えられる）。

　（相続人）まずナジャフコリーの相続人について考えたい。子女の数に関し，i780年半地震

で死去した長子Fa乞1‘Ali　Begを含め，6人の愚子と1人の娘［1）αndibele：51　b］，または

5人の息子［Z）onboli：160　一　61］と，叙述史料の間で一一致しない。相続時に配偶者が存在し

た可能性も否定できない。ここでWernerが紹介するゴレスターン宮殿付属博物館蔵のナ

ジャフコリーの相続人による売買文書（1231－32／1816・一・17年目かけてアッバース・ミー

ルザーに「ナジャフコリーの新館」を売却）［Werner　2000：87］を取り上げる19）。　Werner

はドンボリー族からアッバース・ミールザーへ市の支配権が移った象徴的な出来事として政

17）　この勅令を紹介し，ペルシャ語訳部分を翻字した＄afipttr　1385は，筆者の知る限り，　Amir

　Kabiriyan文書に含まれるナジャフコリー一族関係文書を用いた唯一一の研究である。

18）　ナジャフコリーへの物件の売り手を見ると，相続人たちが遺産を分割せず，共同相続のまま保

　有し続けた例も認められる［Asnad：296012520；296012321］。

19）2008年10月，著者が同博物館を訪れた際，整理・番号変更に伴い，関係文書は利用不可能

　だった。
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治史的文脈からこの売買取引を考察するのみでナジャフコリーの相続には言及しない。7件

の売買契約（基本的に相続人ごとに締結された）から，相続人たる息子5人と娘3人が確認

できる。配偶者の存在は認められないが，卑属相続人については叙述史料より網羅的である。

一連の文書が伝える各相続人の当該物件の持分を示そう（金体は播種量114manの土地）。

　・ホダーダード（ホダーダードの死後なので，夫人の30maR及び子供ファトフアリー・

　　ベグFath‘Ali　Begと姉妹の相続分12　man　37　sirを合計）：播種量42　man　37・sirの土

　　地（以下同様）

　。Mobammadqoli　Beg／Jahangir　Khan／‘Abd　al－Razzaq　Beg／Ebrahlm　K：han：各

　　12　man　37　sir

　・珈ri　Nesa　Khanom／Sharaf　Nesa　K：hanom／Shah　Sharaf　Khanom：各6ma揺8　sir

ホダーダードを別とすれば，娘の取分が息子の半公という相続の原則は守られ，分割文書が

厳密に遺産を分割した可能性を示す。ホダーダードの持分が男性兄弟の3倍二一上で全体の

37％に上ることは注臼に値する。その理由として，生前の贈与，遺贈，遺産全体の中で調

整，という3通りの仮説が想定される。私見では，遺贈により，他の相続人を上回る持分を

得たと考える。

　末子‘Abd　a1－Razzaqによれば，ホダーダードは，　Fa21‘Allが大地震で死去した後，長

1：　asann－e　owladであった［丁妙功α’2：249－50］。　Coulsonによればシーア派の相続で，

長子相続権について一定の認識が存在し，被相続人の個人的遺品は，通常の相続の原則を越

えて長子に相続される［Coulson　l971：114］。ナジャフコリーのタブリーズ支配の拠点たる

「新館」の持分を他の男子相続人の3倍以上相続したことから，ホダーダードが後継者とし

て重要な立場を保持したことは十分理解できる。晃方を変えれば，こうした立場を持ちなが

らも，岡物件を完全にどころか半分以上相続することさえ出来なかったともいえる。

　（相続の形態）次に相続の形態について考えてみたい。ナジャフコリーの「新館」は8人

の相続人が共有する共同相続財産であり，それぞれギ共有の持分lles§e　o　rasad－e　be一レ

esha‘e」を保有した。少なくとも8人は存在する根続人がそれぞれ遺産を相続するため，分

割後も共有財産が存在するのも驚くことではなく，また市内で最も重要な物件であったはず

の「新鰹について各相続人の要求が強かったことは当然であろう。

　一一ts，．ヒ記の1271／1855年の法的勧告ではザAmlr　Zakariya村は分割文書において，（ナ

ジャフコリーの子）Jahangirとホダーダードの間で折半と定められたbe－1－mona§efe

qarar　dade　shod」という。こg）農村物件は多数の相続人による共有ではなく，半分ずつ相

続されたのである。同様に，Yengeje枝村やSis村もホダーダードとJahanglrの間で折半

されたようである20）。二人で折半されたため，各自村の50％を保有し，持分率が高く，ナ

20）叔父Jahanglrが，　Yengeje枝村の半分を甥ファトフアリー（半分論衡）に贈与した［Asnad：／
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ジャフコリーの「館」が8人の相続人に共岡相続されたことと比べるとその違いは大きい。

　土地が土工される場合，土地管理の大きな変更には全共奮者の岡意を必要とするため，一一

人の地主が所有している場合に比べより困難であるという　〔ラムトン1976：270〕。個々の

相続人にとり，共有は個人の処分権を制眼し，時には不都合が生じることもありえた。ナ

ジャフコリーの「館」の取引でも完全に売却されるまで時間がかかり，また契約臼体に不本

意で不利な契約を結ばされた者もいたと推測されている　［Werner　2000：88］。相続人が特

定の財産に対して可能な限り単独での所有を望むのも当然である。前節で考察したように，

ナジャフコリーの財産中，農村物件は市内の物件に比して多かったと推察される。故に遺産

の中で農村物件には選択の余地が多く，個々の相続人の持分率が高くなるように分割された

と考えることができる。

　以上，限られた史料を用いてナジャフコリーの遺産相続について明らかにしたことを要約

する。相続慣行には全遺産の共有と分割が存在するが，ナジャフコリー死後，財産分割文書

が作成され相続人らは遺産を分割した。相続人は最低8人存在し，長子ホダーダードが，タ

ブリーズ知事職の継承だけでなく，遺産相続の面からも嫡子として優遇された可能性が高い

が，それでも彼の遺産における持分は圧倒的なものではなく，各相続人は相当の持分を得て

いた。つまり相続の結果，ナジャフコリーの財産が細分化されたことは確かである。付言す

ると，最も重要な遺産ナジャフコリーの館は相続人全て又は大多数により共岡相続された一

方，遺産の多くを占めた農村は単独又は少人数で相続される傾向にあった。

fi　カージャール朝の成立とドンボリ一家

　1　混迷するアゼルバイジャンにおけるホダーダード・ハーン

　1783　一　84年の父ナジャフコリーの死後，タブリーズ知事職を継ぎ，1205／1791隼に没す

るまで同地を支配したホダーダードは，「若く高慢なべグラルベギ」と評される［Ndder

Mirzdi：220］。彼はザンド朝の人質政策によりシーーラーズに滞在していたが，1780年の大地

震で兄Fa21‘Ali　Begが死去したため，公式にナジャフコリーの長子arshadすなわち後継

者と認められ，時のザンド朝君主‘Ali　Morad　Khanの許可を得て，タブリーズへ下向した。

　Karim　Khanの死（1293／1779年）に端を発した内乱はアゼルバイジャンにも波及した。

知事となったホダーダードは，ホイのアフマド・ハーンなど周辺勢力と積極的に抗争したと

いう〔Dαndbele：51　b］。当時のアゼルバイジャンは，諸侯間の対立に加え，イラン高原の覇

権闘争の影響，さらにはグルジアとの緊張関係やオスマン朝の介入など，複雑な状況に置か

Xa
　　296010335］。表を見れば，ナジャフコリーはYengejeの最低5d．を保有したことは明らかである。

　　こうした状況証拠より，相続に際してJahanglrとホダーダードの間で折半されたと考えられる。

　　Sis村も，二人の聞で分割されたことが文書から窺える［Asnad：296011323］。
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れていた。こうした中，対立するホイのアフマド・ハーンの煽動により，ホダーダードは弟

Jahangir　Khanと反目し［1）andbele：52　a］，1205／1791年にはその不和につけ込んで蜂起

したSadeq　Khan　Shaqaqiとの戦いで敗死した。弟たちがこの戦いで＄adeq　Khanに与し

たことがホダーダード敗死の原困となったという［Dandbele：91　b；Donboli　：161］。この後，

1214／1799のカージャール朝による遠征までの短い期闘，＄adeq　Khan，彼に続きホイのア

フマド・ハーンG200／1786年没）の子lloseynqOII　Khan　Donbollがタブリーズを支配し

た。混迷のタブリーズを取り巻く状況はカージャール朝の支配により安定へ向かったが，ナ

ジャフコリー一族の政治的影響力は大きく低下し，独立支配勢力としての役翻は終了した21）。

　（経済活動）残念ながら，早世したホダーダード関係の契約文書は非常に少なく，彼の経

済活動について断片的にしか分からない。確認できた契約9件から概要を列挙したい。

　1：シーラーズ滞在中1190／1776，1193／1779，　タブリーズ近郊マランドの村落を購入。

　　　［Asnad：296011389，296010159］。後者は特に大規模な農村購入。

　2：枝村Sefid　Derakhtを二度に亘って購入し，6ダーングを獲得。［Asnad：296010334］

　3：Khosrowshah村の水利権，　Shabestar村の水利権や付属する土地，物件を取得。

　　　［Asnad　：　296011158，　296011272］

　4：Pir　Bitdaq　Khanのサライqeysariye（Bazar－e　Rastv2nに隣接）と貨幣打刻工房

　　　を購入。［Asnad：296011291］

　2から，村落の一括餅盤を目指していたことがわかる。3から，Khosrowshah，　Shabe－

starの農村内における財産の集積を図ったと考えられる。4からBazar－e　Rastvanにあっ

たナジャフコリーの資産の一部を継承し，それを許に財産形成を試みた可能性が窺える。1

のうち，マランド近郊の大規模な村落購入は1300トマソを越す取引である。この契約はホ

ダーダードのシーラーズ滞在期に締結されたことから，父ナジャフコリーの意向によると考

えるべきだろう。この取引以前にもマランド近郊でホダーダードは農村を取得している。

1780年の大地震以前の後継者は長子Fa21　‘Ali　Begである。ナジャフコリーとしては将来，

Fa21‘Aliにタブリーズを任せる一方で，西方ホイへの抑えとして，マランド近郊をホダー

ダードに委ねようとしたと推察される。先述のようにナジャフコリーの大規模な農村取得に

は，軍事的側面も持つ拠点形成という点からも理解され，西北地方での農村取得はタブリー

ズ地方支配を補完する観点から行われたと考えたい。知事就任以前にマランド方面の拠点を

確保していたことが，ナジャフコリー死後，ホダーダードがホイのアフマド・ハーンに対し

軍事行動を起こす一つの要因になったと説明することもできよう。

　以上，乏しい情報ながら，ホダーダードの財産集積は，ナジャフコリーのタブリーズ支配

者としての側面と土地経鴬者としての側面二っを受け継いでいると言えそうである。

21）　こうした展開をうけWemer　2000やRiya類1378はこれ以後を研究対象としない。
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　2　ファトフアリー・ベグとカージャール朝政権

　1791年にホダーダードが敗死したのち，ナジャフコリー一族のタブリーズ支配は終了し，

以後彼らは独立政治権力志向を放棄した。彫心ジャール朝支配に従ったファトフアリーは終

生ハーンの称号をもたず，王朝年代記に記録されるような目立った活動はない。この状況を

率直に描写している翫4θ71瞬滋中のファトフアリーの伝記記述を引用しよう。

　　このお方はカァバに行った。ヴァキールの称号laqab－e　vekalatを有していた。このハーン爾khan－

　　zadeは威厳があり，信頼ある人物で，自制心の強い人だった。ドンボリー族の有力者の事績が終

　　結し，翠oseyn（＝耳oseynqoll）K：han，　Ja‘farqoll　Khanが死まし，［他の者が］離散した後，ア

　　ルヴァナク地方に数村を有し，それで満足していた。カージャール朝の軍司令窟たちに非常に尊

　　敬されていた。〔Nader　Mirgdi：225］

ファトフアリーはアゼルバイジャンの総ヴァキールvakilal－re‘aya－yekoll－e　A多arbayjan22）

としてカージャール朝支配に奉仕した。1229．Rama2an／1814。8－9月半の任命文書によれ

ば，同地方の徴税を統括する重要な任務を下されていた［Asnad：296011348］。先そテ研究に

よれば，ヴァキール職は父子間で継承される傾向にあり［Perry　1978：209］，タブリーズで

も18世紀の中頃以降，19世紀まで特定の名家出身者に世襲され，ファトフアリーの就任は

例外的な事例のように思われる。興味深いことに任命の理由にベグラルベギの子孫beglar－

begi－zadeたることが挙げられている。祖父，父と二代にわたりタブリーズの支配者であっ

たことから所謂「名門」と見なされた。加えて彼の妻はアゼルバイジャンのヴァキール，

Mlrza　Moりammad　Ebrahimの娘であることも影響したはずである。つまり，ファトフア

リーは自身の血統および婚家の家職という二つの要因が重なりヴァキールに任命されたと考

えられる。ファトフアリーは在地の有力家系と婚姻を通して結びつき，ヴァキールとなりタ

ブリーズに着実に根を下ろすことで，軍事を持つ政治勢力から非軍事的在地有力者に変容し

たのである。

　（遺産を巡る問題）次にホダーダードの遺産をめぐる問題を論じる。ホダーダードの遺産

と相続について分かることは僅かであるが，3名の相続人が確認できる。ファトファリーと

彼の姉妹Mehr　Nesa　Khanom，ホダーダード夫人‘E§mat　Nesa　K：hanomである。前章で

紹介したようにホダーダード夫人が保熱した「新館」の持分は非常に多い。もしこの比率が

他の財産にも適応されるなら，夫人の相続分は莫大なものとなる23）。

22）地方官としてのヴァキールについてPerry　l978；Werner　1999参照。2種類存在するというタ

　プリーズのヴァキールについて，詳しくはWerner　2000：177－82参照。

23）女性配偶者の輯録分は，子供がいる場合シーア派法の規定でも1／8で［Coulson　1971：113；

　Sharaye‘：1474i，不動産は相続しないとされるが，実際は行われる［Coulson　1971：113－14］。

　本稿の事例で夫人の糊続分が多かった理由を，著者は，生前の贈与陳述が死後認められたためと

　考えている。
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　ファトフアリー関連の文書に，贈与，法的勧告，合意契約による所有権の確定や移転を示

すものが見られる。こうした契約から，相続財産をめぐる様々な人々との熾烈な争いが看取

されよう。1206／！792年の贈与契約［Asnad　：296011193］の背景には，亡夫の遺産を叔父

‘Abd　al－Razzaqが占有し転売した事件があり，数十年に亘る紛争となった。1215／1801年

には，法的勧告による合意でBilverdi村の所衡権を不利な形で確定した［Asnad：

296011318］。1236／1820－1年の合意文書では不法に占拠されていた物件の返却と賠償の契

約を取り交わした［Asnad：296011267］。この他にも，祖父ナジャフコリーから父を経て相

続したGhiyath　Begのカナー5（在Shabestar村）の水利権1昼夜分を巡り，1228／1813

年に争っていた［Asnad：296010869］。これらの事情を見れば，父ホダーダードの急死によ

り，相続人ファトフアリーらの財産が侵害されたことは間違いない。一連の財産をめぐる事

件は，カージャール朝成立前後の混乱期，被相続人の急死に際して遺産が侵害されやすく，

確実に相続することの難しさを浮き彫りにしているのである◎

蟹　ファトフアリー・ベグの財産とその相続について

　　　　　一贈与文書と財産分割文書から一一

　1　ファトフアリー・ベグの財産

　ファトフアリー・ベグは1238－39／1822－24年頃に死去した。彼には二人の息子がおり，

祖父と父にちなんで，長子はナジャフコリー，通称ボユクBQyak，次子はホダーダード，

通称クーチ＝クKachekと名づけられた。ファトフアリーは生前どれだけの財産を保持し

たのだろうか。ファトフアリーのボユクへの贈与文書と死後愚子二入の間で共有財産

amlak－e　moshtarake（実は遺産）の利用を取り決めた合意文書が伝世する。一一LRの文書か

ら動産を除くファトプアリーの財産を概ね導き出すことが可能となろう。関連文書4通を紹

介する。

　1）1222／1807年付贈与文書hebe　name（原本）［Asnad：2960王2544］：ファトプアリー

　　　がボユクに贈与。

　2）日付なし陳述文書eqrar　name（原本）〔Asnad：296012477］：故ファトフアリーに

　　　よるボユクへの贈与を陳述。死後でかつ1246／1830年以前に作成された。

　3）1249／1834年付合意文書mo＄alehe　name（謄本）［Asnad：296011292］：ボユクと

　　　クーチ＝クの間での共有財産の利爾（賃貸借）に関する含意。

　4）1253／1837無付の合意文書（謄本）［Asnad：296010919コ：共有財産分割に関する合

　　　意。

　各文書に挙げられた財産物件には若干の不一一致はあるが，以下の対応蘭係にある。

　文書1＋2のボユクへの贈与財ee　一文書3で承認されたボユクへの贈与財産

　文書3の共有財産瓢文書4で記された共有財産
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　文書3は既に被相続人の死後10年目ど経た契約であるため，「遺産」ではなく共有財産と

記される24）。

　ファトフアリーの死亡直後の相続関連契約文書は発見できなかったため25），不完全な点も

あるが，生前贈与と遺産相続が組み合わさり，彼の財産は時間をかけて子息に移ったことが

分かる。文書2によれば，生前に贈与を陳述していたとされるものの，契約文書をとりかわ

していたわけではないため，贈与対象物件の管理はファトフアリーによっていたとみなすべ

きである。また文書1の贈与財産についても，贈与契約と二時に15年の賃貸借契約を結び，

ファトフアリーが実際の管理を掌握したため［Asnad：296010273］，彼の財産を論じる際に

は，生前の贈与財産と遺産の両方を一体のものとして論じる必要がある。

　ファトフアリーの財産を最も網羅的に示すのは文書3　（1249．Za　bijja　l7／1834．4．27付

の合意文書）である。この文書はボユクへの生前贈与分と共有財産（遺産）両方を列挙する。

文書3を中心に，名称確定や欠落した物件を採取するため他の相続関係文書も参照しっっ

ファトフアリーが保奮した財産の全容を示す。物件を市内と農村に分け，地理的に区分した。

文書3以外の文書から採取した物件は括弧を付した。次節で相続過程を検討することを念頭

に置き，ボユクに贈与された物件は下線を引いた。一部判読困難な物件や場所が比定できな

い物件もあったが，財産の大部分（動産を除く）は明らかとなろう。

　（ファトフアリーの財産の分布）（売却済み二文書3＝1249／1834年時点）

・市内物件13件（店舗群は文書の記述に従い，各地区でまとめて一一つとした）

　K：hiyaban地区（市の東南）：ハンマーム，ハ・一ンの氷室2／3，同氷室1／3，ナジャフ

　　コリー一の旧館1／3　［売却済み］

　Darb－e　sard地区（市の西側）：ハンマーム1／3，同輩ンマーム2／3，パン屋，パン

　　屋に隣接する店舗4軒

　城塞の中（Chahar　menar）：ファトフアリーの新サライKhan－e　jadid－e　Fatり‘Ali　Beg

　　1／3，同サライ2／3，Sheykh　K鎚emのサライ半分，　Bazar－e　jadidに所有する店舗

　　全13軒［新サライの裏］，ナジャフコリーの旧サライK：han－e　qadim－e　Najafqoli　3／

24）　ファトフアリーの棚続人二人の共有財源を遺産と判断する理由は，第一に共有財薩中の物件に

　ファトフアリ・一が取得した物件（一部前章で紹介）が晃受けられること，第二に，文書4中の書

　込にファトファリーの嫡妹と息子二人の母が権利移転を証書したことである。ファトフアリーの

　姉妹は父以来の共同相続財産の権利を放棄し，妻も媚続権を放棄した。配偶者と姉妹が権利を有

　したことは，この共有財産がファトフアリーの遺産であり，二人が別に遺産から相続分を取得し

　ていないことを示す。もしファトフアリーの死後，遺産相続したなら，請求権は発生せず権利移

　転の必要もない。相続権は権利移転契約を結ばない限り，時間を経ても保持され続けたのである。

25）　Amir　Zakariya村訴訟関係1271／1855脚付の法的勧告」［Asnad：296012505］の中で，関係文

　書が証拠として提示されたが，1784隼（ナジャフコリーの財産分割文書）と1834年（文書3）

　の間に属する文書の記録はない。つまりファトフアり一の冤後，遺産関連文書が作成されたとし

　ても，1855隼時点で一族でさえ保持しなかった。
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　　IO［売却済み］，　Meydan－e　Haft　Kachalanにある店舗全て［店舗数不詳］

Nowbar地区（市の西南）：庭園

市内場所特定できず：アーケードの前の土地ara乞i－ye　pish－e　taq？

・農村部物件44件（文書3等の記述に従い，同一物件でも贈与分と共有財産で分けた）

　アルヴァナク：Amir　Zakariya　6　d．，同村のChenarのカナート全部，　Sis　3　d．と1昼夜

　　分を除く川の水利権，S三s川の水利権1昼夜，　Shendabad？枝村半分とカナート全部，

　　Zinab枝村3d．，　Malekzade枝村，同村の庭國，　Beygl識Khanom枝村，　Gholamle

　　枝村6d．，‘AII　Begl農村の庭園，　Kondor　6　d．，（同村の水利権［売却済み3），（Qa2i

　　‘Abd　al－La蜜e枝村とカナート6d．），　Shabestarの染色工房＄abbagh　khane，同村の

　　店舗25軒

　バドゥースターン：　Bilverdi　3．25　d．，　Jiqe　3　d。，’Abd　al－Jabbar　6　d．，　Badarl〈e枝村6d．，，

　　Yengeje　＆＊t　6　d．　（Shahsavarla　3　d．）

　タブリーズ南：E＄fanjan，　Alqalandls　3　d，，同村3d．，同村の庭園，　Sard煎dの庭園全部

　　＋水1昼夜分，Badam－yar，　Qara　Molk　Fakhr　al－Din　A麺mad枝村2d．，　Gavkan　l

　　d．，Dlzaj　Rgd地方の財産全て，（Gamchl），　Qeze1　Dlzaj［売却済み］

　タブリーズ北：Amand　3．5　d．，同村の庭園，（Fer6raq　2　d．）

　場所不明：Namrar？？2d．，同村の権臣，　Yasofの庭園半分，‘AIIqoliの庭園半分，

　　（Dlzaj　Gholam　‘Ali　4　d．），　（Aq　Dizaj　2／3）

財産の概要を述べると，都市物件が13件（分かる範囲で店舗数も加算すると計28件），農

村部は44件であり，ナジャフコリーの例と同様，農村部物件の方が多いようである。

　（タブU一ズ市内の財産）まず，タブリーズ市内の物件の特徴と全体の傾向を検討したい。

　分布：市の中心城塞内のバーザール地区とKhiyaban地区が多い。この両地区はナジャ

フコリーが資産を集積していた可能性を指摘した地区である。

　様態：ナジャフコリーの旧館や旧サラKの持分は半分以下である。一一方，ファトフアリー

の新サライと隣接する店舗およびDarb－e　sard地区の物件は単独所有である。持分の少な

い共有を好まず，売却または買い増して新たな財産形成をおこなったのであろう。

　相続財産と後拝財産：ナジャフコリー・ホダーダードによる市内物件の敢得情報は僅かで，

ファトフアリーが保有した市内物件と相続との関係を推し量ることは困難だが26），可能な限

り，各街区におけるファトフアリーの財産集積の実態を相続との関係も考慮して論じたい。

・Darb－e　sard地区：城塞の西にあるこの街区に若干の商業物件を保蕎した。　ナジャフコ

リーらが財産を保有した形跡はなく，ファトフアリーによる独自の財産集積の可能性は高い。

26）　1188．Ztt　bijja　15／1775．2．16付のナジャフコリーによるKhiyaban地区の氷eS　1／3の売買契

　約［Asn5d：29610932］はファトフアリーと遺産との関係を窺わせる数少ない事例である。
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・Khiyaban地区：故ナジャフコリーの拠点Khiyaban地区には，「旧館」とハンマーム，

ハーンの氷室がある。ハンマームと氷室はf旧館」と隣接し，特に氷室は「ハーン」という

名を冠しナジャフコリーとの関係を示す。これらがナジャフコリーに由来することは間違い

ない。ファトフアリーの獲得の契機が相続か，購入か決定的な証拠はないが，いずれにせよ，

祖父由来の財産をファトフアリーが獲i得し，意識的に保持したことは，Khiyaban地区にお

ける彼の財産集積の志向，つまり「祖父ナジャフコリーの重視」を示唆する。

・城塞内：城塞内の大半はChahar　menar地区に属し，大バーザールやアッバース・ミー

ルザーの政庁（元々ナジャフコリーの「新館」）があり，タブリーズ市の政治と経済の中心

であった。この地区の「新館」の売却は1章で論じたが，一族が市の支配権を失って25年

以上を経た後の売却は，権力移転を象徴する政治的事件と解釈する［Werner　2000：87〕よ

り，没落した一族が重要な物件を長く保持することが困難であった点こそ注目したい。一族

の政治的盛衰と璽要な物件の保持はある程度関連していたと考えるべきだろう。

　城塞内，大バーザール地区にあったBazar－e　Rastvanにナジャフコリー：ホダーダード

父子が，ある程度資産を蓄積していたことは1，2章で述べた。ファトフアリー関連文書

では，姉妹による旧サライの持分譲渡の他，この付近での売買等は冤られない。また相続

関連文書4通を見る携り，ファトフアリーは旧サライの持分3／10を保奮するのみであ

る。一一方ファトフアリーはバーザール内にファトフアリーの新サライとSheykh　K細e燃の

サライ半分を所有した。1297／1880年のタブリーズ市地図によればSheykh　K鎚emのサラ

ィと新サライは互いに隣…接する（この二つのサライは現在も有名）。所有する店舗13軒も

新サライの裏手に位置することから，両サライの短辺に資産を集積したことが判明する。

文書1は新サライがファトフアリーによって修復されたことを明記し，彼の積極的な関与

を示唆する。ファトフアリーは新サライを中心に新たに大バーザール地区で資産を形成した

のである。

　一連の情報から，城塞内において，ファhフアリーが視父・父に由来する財産を基礎と

せず，新たな財産群を形成したことは間違いない。約40年を隔てて，ナジャフコリーの

財産とファトフアリーの財産は，城塞内では別のものだった。この点でKhiyaban地区

とは異なる。変化の要因として，城塞内が市内でも特に重要で物件の価値も高いため流動

性に富む上，支配権力の要請もある，という外的な要因と，相続人の要求も強く，ナジャ

フコリー死後の遺産分割で細分化されたという一族の内的要因の両方に起因するだろう。

市の中心である故流動性の高い城塞内では，絶えず新たな財産形成が不可欠だったので

ある。

　（農村部の財産）次に農村部物件の傾向を検討する。数の上では市内物件を上回る。

　地理的分布：主にタブリーズ周辺3地方（アルヴァナク，バドゥースターン，タブリーズ

の南）に分布する。祖父ナジャフコリーの経済活動に比して範囲は縮小したことは間違いな

いが，南方とアヴァナク地方に財産を多く保有し，2地域を重視する姿勢は受け継がれたと
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考えられる。むろん，特定の地域に財産を集中させた方が農村経営も効率的である27）。

　農村の数と規模：所有した農村数と持分率は，完全所有6村（＋枝村6），3ダーング以上

7村（÷枝村2），3ダーング未満4村，不明3村となる。これに加えて庭園7件，水利6

件（内5つがアルヴァナク地方）を所有していた。相続により取得した農村（下参照），購

入した農村両方とも全体的に小規模な物件が多いことに気付く（購入額から推定）。つまり，

ファトフアリーが所引する農村財産の多くは小規模な農村であった。特に枝村が多く，完全

所有する物件では，村と枝村は6件で岡数である。ナジャフコリーが購入したShabestar，

Khosrowshahのような大規模な村を単独で保有した形跡はない。比較的規模の大きな

恥fanlan村は，マラーゲへの街道から外れ，地理的に重要な位置にはない。

　農村の様態：6ダーング以上保有する農村の組合が，ナジャフコリーに比して若干低いこ

とに気付く。ただし，3ダーング以下の保有は少なく，農村の所有権の半分以上は維持して

いる。アルヴァナク地方では枝村が多いが，持分率が高く，積極的な水利権の確保がみられ

る。水利の利用は生産の増大と水利権者の取分の拡大をもたらす。ファトフアリーはアル

ヴァナク地方からの収益を期待し，岡地域を資産の中核と位置づけたと推察されるQ

　相続との関係：ナジャフコリーから伝来したと考えられる農村が7村ある。アルヴァナ

ク地方のSis村，　Amir　Zakariya村，　Malekzade枝村，　Beygjan　Khanom枝村，　Qa2i

‘Abd　a1－Latlfe枝村と，バドゥースターン地方のBilverdi村，　Yengeje枝村であり，この

2地方に集中する。Sis村，　Amir　Zakariya村，　Yengele枝村の3糾いずれも半分は叔父

∫ahangirが所則していた。またBllverdi村については相続した所有権をめぐる訴訟が知ら

れ［Asnad：296011318］，故ホダーダードから相続した農村であることを示す。またMalek－

zade，　Beygjan　Khanom，　Qa21　‘Abd　a1－Latifeの3枝村を含むナジャフコリー購入の売買文

書［Asnad：296012520］が存在する。

　祖父ナジャフコリーから継承したと冤られる物件には3ダーング（半分）以上所有する物

件が多く，1章で提示した「農村物件は比較的少人数で分割・相続された」という仮説が適

応できる。特に小規模な農村（購入価格から類推）の場合，少人数で相続された可能性は高

い。一方大規模なShabestar村について，村自体はファトフアリーの財産に残らなかった

ようであるが，多くの商業物件を保有し同村への経済的な影響力を持ち続けた。

　ファトフアリーがタブリーズ南部に農村を多数保有したことは指摘したが，これらに相続

との関係は認められない。売買文書からも市の南での積極的な財産集積を抽出できる

［Asnad：29601王316；296012530；296011273］。祖父ナジャフコリーに倣いタブリーズ南部の

農村資産集積を重視したものの，保有した財産の大半は後得財産が占めていたのである。

　（小括）ファトフアリーの財産集積について概括しておこう。まず市内物件については，

27）例えば地境・水利権紛争を防げる。実際Amir　Zakariya村とSis村は同一河川を灌灘iに用いた。
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比較的持分率は高いものの件数は多くなく，例えば，完全所有するサライは一件のみであっ

た。Darb－e　sard地区ではファトプアリーの代で新たな財産集積が認められる。他方，ナ

ジャフコリー以来，財産を集積した地区：では，地区ごとに傾向が異なり，Khiyaban地区：で

は，ナジャフコリーに由来する物件を保持し続けたが，城塞内地区では新しい財産形成を

行ったことが確認できた。農村部の財産では，大規模な農村の保有は少なく，枝村の占める

割合が高い上，6ダーング未満の所有も多く，土地所有の規模と質がナジャフコリー時代と

比較して縮小した。地理的傾向として，引き続き，タブリーズ西部アルヴァナク地方と南部

を重視する一方，ホダーダード期まで重要な拠点だったマランド近郊から撤退した。ファト

ファリーはナジャフコリーの財産集積傾向の一部のみを受け継いだのである。アルヴァナク

地方では，ナジャフコリー一に由来する物件が比較的多く確認され，また水利権も多く保持し

たことから，資産の中心であることが窺える。もう一つの拠点，タブリーズ南部に保有した

財産のほとんどは相続によらない後得財産であった。

　以上の点から，父ホダーダード死後，退潮した一族を撃ったファトフアリーは，財産の点

から見ても，祖父や父のようなタブリーズと周辺地方を支配する地方支配者的特徴を失い，

在地の土地所有者・経営者的側面のみを保持したといえる。政治的・社会的影響力と財産状

況は連動し，当時のファトフアリーの政治的社会的立場は，相続財産と後得財産が入り交

じった比較的小規模な物件からなる財産の在り方にも反映されているのである。

　2　ファトフアリー・ベグの財産の相続過程と分割

　本節では前節で列挙した4点の相続関係文書の本文内容および書込selellatを分析し，相

続の過程，共有財産（遺産）分割の背景，生前に贈与された財産の特徴財産をめぐる兄弟

間の交渉過程を論じる。財産相続が一族にいかなる意味を持つのかを考えたい。

　（各文書の概要）4点の文書本文と重要な書込の概要および財産の処理過程を示す。

　1．1222，＄afar　8／1807．4．17付の贈与文書（原本）［Asnad：296012517］

　（内容）：ファトフアリーが6物件（タブリーズ市内の不動産物件）28）を慰子ボユクに贈与。

　（書込）：1246．Rajab　6／1830，12，21，1249。　Za輔la　17／1834．4．27：クーチェクが内容を

　　証言

　2．日付なし陳述文書（原本）［Asnad：296012477］；（謄本）［Asnad：296011337コ

　（内容）故ファトフアリーがボユクに贈与したことを陳述。贈与物件全21件を列挙29＞。

　（書込）1246．Rajab　6／1830．12．21：クーチェクが内容を証言・承認。

　　1249．Z農嫡la　l7／1834．4．27：クーチェクが内容を証言し，ボユクは贈与物件‘Abd　al一

28）祖父ナジャフコリーに由来する物件（ナジャフコリーの旧サライ，源館など）を含む。

29）文書2に記される贈与物件は，ボユクが父の飛騰に得た財産の大半で，農村物件が多い。また

　大半がファトフアリーによる購入物件ebtiya‘iと明記される。
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Jabbar村の持分の半分ne＄f－e　be－1－esha‘eを，彼に移転する。

（注意点）文書自体は死後作成されており，生前の贈与の陳述を死後書面にした。

3．1249。Za　bijja　17／1834．4．27付の合意文書（謄本）［Asnad：296011292］

（内容）3年前に結んだ賃貸借契約を改め，新たな鍾貸借契約締結に合意30）。ボユクへの

　贈与物件（文書1＋2の贈与物件とほぼ一致）と，本契約締結以前に売却された財産へ

　の権i利を放棄し，以後請求をしないことを約束（＝文書1，2の内容を再確認）。

（書込）文書締結時（1834．4．27）：贈与物件がボユクに属することをクーチェクが証言。

　1252，Rajab／1836。10－11：アルヴァナク地方のKhamene村の‘All　Ashraf　Tasitji

　（文書2の契約を締結した法学者）邸でクーチェクが契約の不履行を催告。

（注目点）クーチェクが訴人modda‘1として契約を主導し，彼による賃貸借契約と贈与物

　件の承認が中心。文書2の書込通り‘Abd　al一∫abbar村は共有財産に組み込まれる。

本契約締結の3無半前（1246／1830年）に共有財産利用に関する契約を結んでいた。

4．1253．§afar　9／1837．5。15付の合意文書（分割文書）3D（謄本）［Asnad：296010919〕

　（内容）文書中に記されたボユクとクーチェクの共有財産を分割。共同財産分割の理由と

　　して共有の弊害を指摘。ボユクはクーチェクに差額200トマソを支払う。

　（書込）［1253．］§afar　21／1837．　5．　27：故ホダーダードの娘（叔母）が上記の補足内容を

　　承認。

　　日付なし：ボユクとクーチェクの母が内容に満足し，承認。

　　日付なし：ホダーダードの娘（叔母）が内容を承認し，自身の権利・持分を移転va　go4ar。

　（注目点）ファトフアリーと配偶者の承認を要したため，共有財産は遺産（注24参照）

　このようにファトフアリーの死を境に前後，各15－16年をかけて贈与と遺産分割が完了

した。死後の遺産処理は最低3圓の契約を経たようである。通常の遺産処理過程として，葬

儀費用と借金が清算され，遺言があれば遺産の1／3まで遺贈がなされ，残余の遺産は一旦

共同相続され，相続人たちの協議に委ねられる。伝世文書ではファトフアリーの死亡直後の

財産処理は不明であり，動産の処分については知ることができなかった。相続過程は穣続人

岡士の協議が中心である。クーチェクによる贈与契約への最初の承認は遺産処理が開始した

1822－24年から約7年後1830年のことで，それ以前には認められないQこの時まで相続人

30）契約を改めた経緯：1246／1830年にボユクとクーチェクは共有有財産の賃貸借契約を結んだが，

　3隼後，クーチェクは過剰損二三abn－e　fa恥shを理由に，契約の取消faskhと自身の財産の返

　却raddを求めた。結局ウラマーの仲介により，二人は新たな契約締結に合意した。新契約内容

　は，ボユクがクーチェクの共有財産の持分を5年間の期限で，庫500トマソの賃料で賃貸借し，

　共有財産の修理の高野は金てボユクが負うというもの。

31）　1271／1855年の法的勧岱では，この文書は，機能通りに分割文書と紹介されるが［Asnad：

　296012505］，形式上は合意文書である。19世紀以降，多様な内容の法廷文書（例えば売買，賃貸

　儀）が合意文書の形式をとったとされる〔Werner　2000：lll（n．　34）］。
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の間で遺産処分の取り決めが明確に定められず，曖昧なままだった可能性もある。

　（財産処分における被相続人の意思）生前の贈与を除けば，遺贈の他，被相続人の意思を

財産処分に反映させる手段はなく，遺産の処分に際して被相続人の影響力は限定的である。

ファトフアリーは贈与を行い，長子ボユクを優遇したQただし贈与による財産も完全に安泰

ではないようで，遺産分割協議でもう一人の相続人クーチェクによる度重なる承認を必要と

し，共有財産にされることもあり得た。

　文ew　1の贈与物件は，ファトフアリーが相続により得た可能性があるが，裏付ける材料が

ないので保留とする。文書2に記載されている贈与財産のほぼ全てが「購入物件ebtiya‘i」

と明記されたことは見逃せない。ファトフアリーが自ら得た財産であるため，自身の意思で

処分した可能性もあろう32）。また一部を贈与し，一部を遺産とした物件があることも興味深

い。例えばファトフアリーの新のサライ，ハーンの氷室，Alqalandis村である。獲i得経緯

が不明であるため判断しがたいが，相続財産と後置財産を別個に処分した，又はファトフア

リーの意思により分割した，という二つの可能性があることを指摘しておきたい。

　（共有財産分割の結果）前節のファFフアリーの財産全容及びボユクの贈与財産と分割結

果を組み合わせて，相続人の要求を知ることが出来る。まず共育財産分翻の結果をみよう。

　＊クーチェクの取得分

　故ファトフアリーの新サライ2d．，新サライの裏にある店舗13軒，　Sheykh　K：的emの

　サライ1．5d，　Darb－e　Sard地区にあるハンマームに隣接する店舗4軒，　SardrUdの魔園

　の半分と？の1昼夜の水利の半分，Alqalandis　3　d．，　Kondor　6　d．，‘Abd　a1－3abbar　6　d，

　＊ボユクの取得分

　Sheykh　KaZemのサライ1．5　d．，・・一ンの氷室2d．，　Sardradの庭園の半分と？の1昼夜

　の水の半分，Bllverdi　3．25　d．，　Jiqe　3　d。，　Shahsavarlα3d．，　E＄fanjan　6　d．，　Badam－yar

　3d．　Amir　Zakariya　6　d．　Aq　Dizaj　2／3，　Sis　3　d．　Gavkan　1　d．　Qa2i　‘Abd　al－Latife

　枝村6d．十カナート，　Yengeje枝村6d．，　Beygjan　Khanom枝村6d．，　Malekzade枝村

　6d．，＋カナート，‘Aliqoliの庭園半分，　Y霞sof庭園，アーケードの前の土地，厩他

　分割後も共有財産の一一部　（Sheykh　K鎚emのサライ3ダーングとSardrUdの庭園＋？

（名称覇読できず）の1昼夜の水）を折半の形で共有した。ボユクが得ていた贈与財産を含

めて考えると，さらに2件Alqalandls村（折半）とファトフアリーの新サライ（ボユク

2／3，クーチェク　1／3）も共有財産である。その他物件の大半は単独所有となるように

分割された。クーチェクの取得した8件の財産中4件（うち2件の店舗の実数は17軒）は

タブリーズ市内の物件で，彼は市内の商業物件を多く選択した。一方で，ボユクは農村部の

財産を数多く取得し，父の農村財産の過半を相続したと言えよう。特にアルヴァナク地方の

32）　イスラーム法の理論上は後得財産・世襲財麓の区別はないとされる［柳橋1998：484］。
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物件は全てボユクに帰属した。文書2の贈与契約で既に同地方に財産を得ていたため，父

ファトフアリーが集積した同地方の資産を独占的に掌握した。また文書2の書込で共有財産

に移された‘Abd　al－Jabbar村の全持分をクーチェクが取得した。物件数に鑑みて，またに

クーチェクに対し200トマソの支払いを定められたことからも，ボユクの取得分が多いのは

確かである。各物件の価格は記載されていないが，この分割は価格調査人ahl－e　khebreの

調査に基づき，mo§le垣n　va　kheyr　andish（＝ウラマー）の監督の下に行われたため，形

式上，公平で磯疵はない。

　（相続人2人目関係）文書3によれば，1246／1830と1249／1834年の両契約でボユクは

クーチェクの共有財産の持分を賃貸借した。1246／1830年の契約以降合法的にファトフ

アリーの全財産（贈与財産と遺産）を管理することが可能となり，ボユクに蒋利な契約で

あった可能性が高い。ボユクは積極的に望んで共有財産を実質的占有下においたのである。

　1246／1830，1249／1834年の契約に際し，贈与契約の承認をクーチェクから得たこと　（文

書3作成だけでなく，同日に文書1，2自体にも承認の書込をさせる）や文書3作成に際し，

贈与財産であった‘Abd　al－Jabbar村を共有財産に移したことから，クーチェクが贈与財産

に対して何らかの権i利要求をしたと考えられる。史料が伝世しないため1246／1830年の契

約内容は不明だが，文書3，4のいずれも，クーチェクが契約を不服として，訴えを起こし

た末に作成されたことは注目に値する。ボユクが共有財産を実質的に占有していることへの

抵抗を看取できる。クーチェクの要求は，遅くとも1249／1834年の時点には共有財産の分

割にあった。文書3で，過乗ll損害が発生したと主張し，「自身の財産を返却するよう」求め

た。このときはウラマーの仲裁により～旦は賃貸借に同意したが，1252／1836年に契約の

履行を拒否し，1837年の合意契約により，最終的に共有財産の分割を実現したのである。

　分割の理由を「共有は財産の荒廃の原因となり，不和や怒りを生み出していたsherkat

ba‘eth－e　kharabYye　amlak　va　mUjeb－e　naqqar　o　takaddOr　mi－bed」とし，共有によっ

て生じる弊害を指摘し，所有者と財産物件の関係は一対一が好ましいという考えを示してい

る。共有が「不和や怒りを生み出していた」という主張も興味深く，相続人たる兄弟は財産

を巡り関係を悪化させていたようである。実際，文書3に共衡財産の一一部がボユクに処分さ

れたことが記され，こうした一一方的な行為にクーチェクが不満を募らせたのも無理はない。

このように文書3，4の契約は，実質的に遺産を占有していたボユクに対するクーチェクの

権利要求という側面が認められる。イスラーム相続法によって保障された共同相続財産に対

する持分請求権を背景に，相続人は権利を主張できたのである33）。ただし，実力による占有

の事実も重く，かくの如き兄弟間の要求・主張の衝突により遺産処分に時閤がかかり，14一

33）遺産の持分請求権は不滅の権利のようで，注24の事例のほか，ナジャフフコリーの遷産分割に

　不満を持っていた‘Abd　a1－Razzaqが，兄ホダーダード死後，遺産の持分請求権を口実に，甥ファ

　トフアリ・一からマランド近郊農村を占拠した事件も見出せる［Asnad：296011370］。
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15年をへて最終的に分割することにより決着したのである。

　（小姑）以上，財産処分（贈与と遺産処理）の具体的な過程を検討した。遺産処理は紆余

曲折を経たが，その背景に相続人二人の共同相続財産の処分を巡る意見衝突があった。兄ボ

ユクは共有財産を合法的に占有し，一括管理しようとするのに対し，弟クーチェクは不満を

訴え，相続人の持分請求権を根拠に，面訴財産を分割させたのである。本章ではこの長年に

亘る協議の概略を示せたと思う。

　分割によって二人が得た財産の内訳をみると，ボユクはアルヴァナク地方の物件を独占し

たのに対し，クーチェクは市内物件を好んで保有した。市内物件については分割後も共有財

産となったものが認められる（特に贈与財産との関係で）。これはナジャフコリーの「新館」

の相続事例とも通じる。一方，農村物件の共有は少なく（贈与物件との関係も含めて2件の

み），大半の場合，一つの物件を一人が保有した。これも1章のナジャフコリー相続例でも

指摘した農村部における遺産誌面の特徴と共通する。分割の背景として「共有」に対する弊

害認識が建前としてあり，文書にも明記された。ただし，農村部と都市部物件の遺産分割に

はナジャフコリーの例もファトフアリーの例も，上記のように「違い」があるように見受け

られる。一連の遺産を巡る取決めは，被相続入の意思とは関係なく，相続人同士の協議の結

果，彼らの要求を反映して被相続人の財産は再編成されたのである。

結 び

　本稿では18－19世紀のナジャフコリー・ハーンー族の財産と相続について論じた。18世

紀後半に長くタブリーズを支配したナジャフコリーの財産は，地方支配者的な面と土地経営

者的な面の二つを有した。前者の具体的な特徴として，タブリーズ周辺の広範囲にわたって

農村を保有し，さらに支配の拠点ともなる大規模な農村の確保したことがある。後者の痴話

として，獲得した農村内の諸資産（特に水利権）を可能な限り集積し，農村からの収益の増

大と取分拡大を目指したことが見出された。19世紀前半にカージャール朝下，ヴァキール

として支配に協力したファトフアリーの財産は，相続財産と感得財産の双方から構成され，

地方支配者的側面を喪失し，土地所有者・経営者的側面のみを擁した。彼は拠点となる大規

模な農村は保有せず小規模な農村を多く保有した。そこには政治的・社会的影響力と財産集

積との一定の関係を認められよう。彼の財産の地理的分布は，一見すると祖父ナジャフコ

リーのそれと類似するが，内実は，財産の大半を後得財産が占める地域もあり，財産の継続

性は限定的である。財産は，相続を基盤にしっっも新たな集積の重要性も高く，世代ごと再

編成され変化したと考えられるのである。

　ナジャフコリー死後の相続では，分割文書が作成され，相続人8入の間で遺産は分割され

た。長子ホダーダードの持分は他の相続人に比して多かったが，それでも圧倒的ではなく，

ナジャフコリーの財産は細分化された。ファトフアリーの財産は，生前における贈与と死後
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の遺産相続を経て，息子二人用受け継がれた。遺産は15年近く息子二人の共有財産のまま

だったが，次子クーチェクの要求により分劇された：。ナジャフコリー，ホダーダード，ファ

トフアリーいずれの死後も，遺産処分は，相続人の協議に委ねられていた。ナジャフコリー

とファトフアリー死後は，全財産を共有財産とした上で，相続規定に基づき持分を設定する

という手順をとらず，（時間がかかることもあったが）協議により物件ごとに相続人の持分

を決定したのである。ナジャフコリー，ファトフアリーの遺産分割の共通点として，市内の

璽要な物件を共有した事例がみられる一方，農村部については2人による折半か，一括取得

が多かったことが指摘できる。農村部の方が物件数は多いものの，市内物件敢得への欲求が

高かったようである。なおファトフアリーの遺産処分に際しては，格続人の一人が遺産を実

質的に占有していることに対する反発として，財産共有の抱える弊害を理由に分割が要求さ

れ，実行された。今園取り上げた事例では，イスラーム法は，各相続人の遺産に対する権i利

を保護し，遺産の一方的な占有・処分に対する製射としてある程度有効に機能していたこと

が読み取れる。各相続人の権利は建前上守られたが，実際の取決めに際しては各人の要求が

衝突するため，相続人の問にしこりを残すこともしばしばあった（例えばホダーダードと弟

たちとの関係）◎

　ここまで見てきた中で，ナジャフコリー～族に，財産（不動産）の大部分を「家領」とし

て長子farzand－e　arshad等に一括して相続させるという取決めはなく，財産は細分化され

た。中東他地域のムスリム（＋ジンミー）の相続研：究でも，イスラーム法規定にある程度患

実な遺産分割が報告されており［川本1993；松田2000；Little　l998；Meriwether　1999］，

一一ﾊ的にムスリム家族に（スンナ派とシーア派で一続規定に差異があるにせよ）子女が複数

存在すれば，その「家」の財産は家長（＝被相続人）の死後，時間を要することもあるが，

再編成される可能性が高い。遺産分割を経て，各相続入は新たな財産形成を行うことになる。

加えて社会環境や自身の地位も財産のあり方に影響を与える。本稿で論じたナジャフコリー

の獲i得した財産の傾向とファトフアリーの財産内容の差異（もしくは変容）は，まさにこの

ことを反映している。つまり財産と一一体になった「家」は（あるとしても）一代詰りであり，

世代ごとに変化するのである。財産の分割により，兄弟は対等の独立した世帯を形成する。

こうした一一族において協力関係を常に期待することは難しく，出直に相続権を持ち舎う以上

のつながりは過度には期待できない（個々の感情の問題は別）。本稿で述べた内容をもとに

論を展開すれば，名家の連続性とは，系譜の連続，職掌の継承以上のものではなく，経営

体・相続すべき「家」の存続を暗黙の内に想定すべきではないことが分かる。ある家系が岡

地域に長期に亘って存続したとしても，世代ごとに保持した財産は質量ともに異なることか

ら，在地社会への影響力も一定ではなく，世代ごとの詳細な分析が不可欠で，その上で窟職

の継承，中央政府との結びつき，一族の連帯，先祖意識の有無などと財産相続の関係を検討

する必要がある。遺産が分割されることを常識としっっも，比較的長い期闘を設定して個々

の一族・家族の歴史の事例に還元・反映させる研究はイラン史ではこれまで十分取り組まれ
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てきたとは言い難く，この点を検証したことで，本稿に一定の意義が認められるだろう。

　イスラーム相続法と財産継承の関係は，時代・地域を超えて，常にムスリム家族にとって

重大な問題であった。法廷文書研究の蓄積が豊富なオスマン朝治下帯地域の家族史研究の成

果（代表例としてMeriwether　1999；Doumani　2003）も参考にしっっ34），イランの事例を，

広い見地から「ムスリム家族史研究」のなかに位置づけることが求められよう。

　紙幅の関係で十分言及できなかったが，ナジャフコリーの一族がドンボリー族という大き

な血縁関係から，ナジャフコリーを祖とした一族に意識上収敏したことを，名付や叙述史料

から看取しえる。一族意識の形成にしても，世代ごとに財産が再編されることを念頭に，ニ

スバに表される緩やかな岡族意識から，より身近な回縁集団からなる一族意識が形成される

ことに着目する必要があろう。一族意識の形成と財産再編成の相互の関連性又は非関連性を

比較的長い時問軸で丁寧に考察し，事例を積み重ねることは，イランにおける土地所有層育

力家族のあり方を解明するだけでなく，ヂムスリム家族」が存続する経済的・意識的背景と

は何かというより大きな問題を比較史的に考察する糸口となるはずである。

［付記3本研究を進めるにあたり，三島海雲記念財囲の助成を受けた。
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